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 （５）学生の生活支援・・・（6）学生の生活支援に該当 

 担任及び学生相談室のスクールカウンセラーを中心に、学生生活を支援している。 

 学生および保護者の抱える悩み、問題について相談に応じ、充実した学生生活を送ることが 

できるよう助力することを目的とする。 

  

 


